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１　中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の見直しと延長

　中小企業者等の法人税率について、一定の見直しを行った上で、年800万円以下の所得金額に対す

る軽減税率の特例15％（本則19％）の適用期限が 2年間延長されました。

【制度の概要】
　中小企業者等※1については、法人税率の軽減措置（年800万円以下の所得金額に対する軽減税率の特例
15％（本則：19％））が講じられています。
　なお、中小法人のうち適用除外事業者※2に該当するものについては、この特例の適用対象から除外され
ています。

※ 1 �　中小企業者等とは、①資本金の額または出資金の額が 1億円以下の法人、②資本または出資を有しない法人をい
います。

※ 2 �　適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前 3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を
超える法人をいいます。

【改正の内容】
　所得の金額が年10億円を超える中小企業者等について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用
される税率が17％（改正前：15％）に引上げられました。
　また、適用対象法人の範囲から通算法人が除外されました。

対象 本則税率 特例による軽減税率

大法人
（資本金 1億円超の法人） 所得金額区分なし 23.2％ ―

中小法人
（資本金 1億円以下の法人）

年800万円超の所得金額 23.2％ ―

年800万円以下の所得金額
（所得金額10億円超） 19％ 17％

年800万円以下の所得金額
（所得金額10億円以下） 19％ 15％

　適用時期　
　令和 7年 4月 1日から令和 9年 3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
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２　中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制の見直しと延長

　中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制について、それぞれ適用要件の見直しを行った上

で、適用期限が 2年間延長されました

（1）中小企業投資促進税制の見直しと延長

【制度の概要】
　中小企業者等が、新品の特定の機械及び装置などを取得又は製作して指定事業の用に供した場合に特別
償却（30％）又は税額控除（ 7％、資本金3,000万円以下の中小企業者等に限ります）を適用することが
できます。

■　税制上の措置

区　　分 資本金3,000万円以下の法人
個人事業主、農業協同組合等

資本金3,000万円超
1億円以下の法人

特別償却 取得価額×30％

税額控除 取得価額× 7％ －

対象者 ・中小企業者等（資本金額 1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等）
・従業員数1,000人以下の個人事業主

対象業種

製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、
港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業（料亭、バー、キャバレー、ナイト
クラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る）、
一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵
便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業（映画業以外の娯楽業を除く）、不動産業、物
品賃貸業、※　性風俗関連特殊営業に該当するものは除く

対象設備

・機械及び装置【 1台160万円以上】

・測定工具及び検査工具【 1台120万円以上、 1台30万円以上かつ複数合計120万円以上】

・一定のソフトウェア【一のソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上】
　※�　複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものな
どは除く

・貨物自動車（車両総重量3.5トン以上）　・内航船舶＊（取得価格の75％が対象）

（注）①中古品、②貸付の用に供する設備、③匿名組合契約等の目的である事業の用に供する設備、④コインランドリー業
（主要な事業であるものを除く）の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外で
す。

＊�　内航船舶については、総トン数500トン以上の船舶は、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大
臣に届け出た船舶に限定されます。
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